
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

表示制度とは？ 

ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき、

消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重

要な建築構造等に関する基準に適合している

と認められた建物に対して、消防機関から表示

マークを交付する制度です。 

対象となる建物は？ 

３階建て以上で、収容人員が３０人

以上のホテル・旅館等（複合用途の

建物内にホテル・旅館がある場合を

含む。）が対象です。 

 

 
 

長崎市消防局では、各消防署で交付申請の受付を行います。 

申請等について、ご不明な点がございましたら、管轄の消防署

又は消防局までお問い合わせください。 

●中央消防署 警防１課 電話番号０９５－８２０－４４７３

●北消防署 警防１課  電話番号０９５－８４３－０１１９

●南消防署 警防１課  電話番号０９５－８７８－４４７３ 

●消防局 予防課    電話番号０９５－８２２－０４２９ 

 

 表示マークの交付は、 

始まります！！ 

 平成２４年５月に発生した広島県福山市のホテル火災を受けて、ホ

テル・旅館等の不特定多数の者が利用する建物における惨事を防止

するため、ホテル・旅館等に対する「表示制度」が開始されます。 

この制度により、消防法令などの表示基準に適合しているホテ

ル・旅館等は「表示マーク」を掲示し、利用者に建物の防火安全に

関する情報を提供することができます。 

 

 



表示マーク（銀）

表示マーク（金）

表示基準の審査表示マークの申請

ホテル・旅館等の関係者は、必要な報告書等を
添付し、消防署に申請

■添付書類
・防火対象物（防災管理）定期点検報告書（写）
・防火対象物（防災管理）点検報告特例認定通知書(写)
・消防用設備等点検結果報告書（写）
・製造所等定期点検記録表（写）
・特殊建築物等定期調査報告書（写）
・その他必要と認める書類

■表示基準（点検項目）
・防火管理等
・防災管理
・消防用設備等
・危険物施設等
・建築構造等

申請

審査

交付

交付申請書

添付書類

　表示マークの交付を受けたホテル・
旅館は、表示マークを建物やホーム
ページに掲出して防火安全情報を利用
者に提供することができます。
　また、長崎市のホームページにも掲
載することにしています。

消防署

消防機関による審査の結果、表示基準に適
合していると認められる場合は、「表示
マーク（銀）」（有効期間１年間）が交付
されます。

３年間継続して消防機関による審査の結
果、表示基準に適合していると認められる
場合は、「表示マーク（金）」（有効期間
３年間）が交付されます。

表示対象物

消防署による書類の審査及び
現地確認

防火対象物の表示制度の申請・交付フローチャート


